
議案第９２号 

  

北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

  

北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり定めるものとする。 

 

令和５年１１月３０日提出 

 

              北名古屋市長 太 田 考 則 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、北名古屋市総合体育館の開館時間の変更及びみ

んなのスポーツルームを他の室場と同様に使用可能とすることを定める

ため、本条例の一部を改める必要があるからである。 



   北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例 

 

 北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例（平成１８年北名古屋市

条例第７９号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

 １ 競技施設使用料 

使用区分 午前 午後

１ 

午後

２ 

夜間 開館前又は閉
館後の１時間 

午前
９時
から
正午
まで 

正午
から
午後
３時
まで 

午後
３時
から
午後
６時
まで 

午後６時から
午後９時まで

◇◇◇ 

専

用

使

用 

 

主競技場（アリー

ナ） 

円 

南半面            

２，１００ 

北半面 

２，１００ 

円 

南半面 

９１０ 

北半面 

９１０ 

多目的ホール ２，０７０ ８９０ 

柔道場 ２，０７０ ８９０ 

剣道場 ２，０７０ ８９０ 

 軽運動室 ２，０７０ ８９０ 

 みんなのスポーツル

ーム 

１，９５０ 

 

８４０ 

 

個

人

使

用 

１回

券 

主競技

場、多

目的ホ

ール、

柔道場、

剣道場、

軽運動

室、み

んなの

スポー

大人 ２１０ 

 

 

小人（

小中学

生） 

１００  

小学生

未満 

無料  



ツルー

ム 
 

 回数

券 

主競技

場、多

目的ホ

ール、

柔道場、

剣道場、

軽運動

室、み

んなの

スポー

ツルー

ム 

大人 ２，１００  

小人（

小中学

生） 

１，０００  

備考 

 １ この表において「専用使用」とは、使用時間において競技施設を

独占的に使用することをいう。 

 ２ 営利目的で専用使用する場合の使用料は、この表に定める額の５

倍の額とする。 

 ３ 開館前又は閉館後については、教育委員会が特に必要があると認

め、かつ、専用使用する場合に限り、１時間を限度として使用する

ことができる。この場合の使用料は、「開館前又は閉館後の１時間」

の欄に定める額とし、１時間未満の使用であっても１時間に切り上

げるものとする。 

 ４ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が専用使用する

場合の使用料については、通常の使用料の１．２倍の額とする。た

だし、その額に１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り

捨てた額とする。 

 ５ この表において「回数券」とは、１回券を１１枚つづりにしたも

のをいう。 

 ２ 照明設備使用料及び冷暖房設備使用料 

区分 
１時間当たりの使用料

の額 

開館前又は閉館後の１

時間 



主競技場（ア

リーナ） 

照明設備 円 

南半面 

６８０ 

北半面 

６８０ 

円 

南半面 

８８０ 

北半面 

８８０ 

冷暖房設

備 
１，９６０ ２，５４０ 

 備考 

  １ 照明設備使用料及び冷暖房設備使用料は、主競技場（アリーナ）

を専用使用する場合に限り徴収する。 

  ２ 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の５倍の

額とする。 

  ３ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につい

ては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に１０

円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

 ３ 附属設備使用料 

区分 使用料の額 開館前又は閉館後の１時

間 

 円 円

舞台照明設備一式 ４，９８０ ２，１５０

電動移動観覧席 ２，５６０ １，１００

ピアノ １，６８０ ７２０

 備考 

  １ 使用料は、競技施設の使用区分ごとに徴収する。 

  ２ 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の５倍の

額とする。 

  ３ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につい

ては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に１０

円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

 ４ 会議室使用料 

使用区分 午前 午後１ 午後２ 夜間 開館前又は 



 

室名 

午前９時

から正午

まで 

正午から

午後３時

まで 

午後３時

から午後

６時まで 

午後６時から

午後９時まで 

閉館後の１

時間 

 円 円 

小会議室 ６３０ ２７０ 

大会議室 ９９０ ４２０ 

研修室 ９９０ ４２０ 

和風

会議

室 

南半面 １，１４０ ４９０ 

北半面 １，１４０ ４９０ 

備考 

 １ 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の５倍の

額とする。 

 ２ 開館前又は閉館後については、教育委員会が特に必要があると認

める場合に限り、１時間を限度として使用することができる。この

場合の使用料は、「開館前又は閉館後の１時間」の欄に定める額と

し、１時間未満の使用であっても１時間に切り上げるものとする。 

 ３ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につい

ては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に１０

円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条

例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後の施設の使用に係る使用料について適

用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例に

よる。 

 （準備行為） 



３ 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前にお

いても、行うことができる。 

 

 


